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令和7年10月発行

旧庁舎解体工事が始まります。

新庁舎が令和7年2月28日に完成、5月7日に供用開始し、旧庁舎がその役割を終えたことに

伴い、旧庁舎の敷地を駐車場として活用するため解体を行います。

令和8年3月までに旧庁舎を解体し、その後に駐車場整備などの外構工事を行い、令和9年3

月までに新庁舎建設にかかる全工事を完了することを目標に事業を進めています。

旧庁舎の解体工事が始まることにより旧庁舎周辺の通り抜けができなくなりますので、ご理

解をお願いします（詳細は裏面参照）。文化会館の施設利用等に関しては、教育委員会または

公民館にお問い合わせをお願いします。

工事の進捗は町ホームページでお知らせをしています。

工事に関するお知らせは今後も随時行う予定です。

［お問合せ先］
佐々町役場 庁舎建設室
電話：0956-62 -2101

昭和44(1969)年

令和7(2025)年

56年間ありがとうございました。
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